
令和 8年度（2026年度）熊本市フッ化物洗口事業業務委託仕様書 

 

１ 業務委託名 令和 8年度（2026年度）熊本市フッ化物洗口事業業務委託 

２ 事業概要  児童の歯と口腔の健康の保持増進を推進するために、むし歯予防に有効なフッ

化物洗口（むし歯予防のぶくぶくうがい）を実施するもの。 

３ 業務概要は、原則として次のとおりとする。 

（1） 必要な人数の従事者を確保し、担当する小学校に週１回出向き、対象児童にフッ化物洗口

を実施すること（週に 1回 1時間程度の従事）。 

※フッ化物洗口の従事に関し特別な資格を必要としていないため、受託事業に関する講習

等を受講することでフッ化物洗口に従事したことがない者も従事することができる 

（2） 別紙の熊本市フッ化物洗口事業実施手順書を参考に実施し、必要に応じて区役所保健こど

も課及び学校と協議のうえ定める。 

（3） 対象児童  全小学校 1年生、2年生及び一部の学校の 3年生以上 

（4） 業務従事者 洗口を実施する学年のクラス数（特別支援学級数は実施対象であるがクラ 

ス数には含めない）を学年ごとに比較し、最もクラス数が多い学年のクラス

数と同数とする。ただし、最低業務従事者数は、2人とする。令和 7年度（2025

年度）の従事者数は別表１のとおり。令和 8 年度（2026 年度）はクラス数

の変更により従事者数も変更する可能性あり。 

（5） 実施時期  各学校との打合せ時に開始時期、曜日、時間を決定 

（6） 業務内容 

（実施前）  ・各小学校及び保健こども課との 3者打合せ 

・各小学校が希望する曜日、時間帯に合わせて従事者を確保 

・児童への洗口説明、洗口練習実施 

（実施日）  ・学校と連携し、欠席者や洗口希望者を確認 

・洗口液の調製、分注、運搬、配付 

・1分間うがいの実施（児童への声かけ、説明） 

・片付け（廃棄、洗浄消毒） 

・実施記録作成、学校確認印受領 

     （実施後）  ・報告書提出（年度末） 

（随 時）  ・医薬保管庫の在庫管理等 

（7） 実施校  熊本市立小学校 92校（委託者と協議のうえ担当する学校を決定する） 

４ 履行期間  令和 8年（2026年）4月 1日から令和 9年（2027年）3月 31日まで 

５ その他 

（1） 受託者は、業務の実施にあたって、現場責任者のほか、学校担当者をおかなければならない。 

（2） 現場責任者、学校担当者及び業務従事者は、受託事業に関する講習等を受講しなければなら

ない。当該講習を受講していない者は、業務に従事することができない。 

（3） 現場責任者は、学校担当者を兼ねることができる。 

（4） 受託者は、実施校毎に業務計画書を、原則、実施日の 3 日前までに、委託者に提出しなけれ

ばならない。 



（5） 受託者は、業務計画書に、業務内容、業務体制、業務工程表、現場責任者・学校担当者等を

記載しその業務計画書に基づき実施すること。学校行事等で業務計画書に記載した業務工程

表から日程が変更となる場合は、学校が受託者に連絡を行う。ただし、学校から日程変更の

連絡がなされずにフッ化物洗口の準備にとりかかった場合は 1回分の業務として取り扱う。 

（6） 3 者打合せ（業務）は原則 1 回とするが、年度途中に新たに学年拡大がある場合は改めて打

合せを実施する。その場合は 1回分の業務となる。 

別表１ 

学校 従事者数（人） 学校 従事者数（人） 学校 従事者数（人）
壺川 2 託麻原 3 川上 3
碩台 2 秋津 4 西里 2
白川 3 泉ヶ丘 2 北部東 4
城東 2 小島 2 芳野 2
慶徳 2 龍田 4 河内 2
一新 3 帯山 4 飽田東 3
五福 2 中島 2 飽田南 2
向山 3 白山 3 飽田西 2
黒髪 2 若葉 3 中緑 2
大江 3 城北 2 銭塘 2
本荘 2 尾ノ上 3 奥古閑 2
春竹 2 西原 3 川口 2
古町 2 高平台 3 長嶺 5
春日 2 楠 2 日吉東 3
城西 3 託麻東 7 桜木東 3
花園 2 託麻西 4 富合 5
池田 2 託麻北 3 杉上 2
出水 2 桜木 3 隈庄 4
白坪 3 東町 3 豊田 2
画図 4 麻生田 2 植木 2
砂取 2 武蔵 2 山本 2
健軍 3 帯山西 3 田原 2
清水 3 月出 2 菱形 2
日吉 2 出水南 5 桜井 2
川尻 3 健軍東 2 山東 2
力合 3 城南 2 吉松 2
御幸 4 田迎南 4 田底 2
田迎 2 弓削 2 田迎西 2
高橋 2 託麻南 5 力合西 3
池上 2 山ノ内 3 龍田西 2
城山 4 楡木 3  


